
   香芝市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地震等により倒壊するおそれのあるブロック塀等の撤

去を促進し、ブロック塀等の倒壊による人的被害の防止及び避難経路の確

保を図るため、その撤去等に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補

助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 道路等 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条に規定す

る道路若しくは香芝市が管理する道路若しくは一般の用に供している通

路又は公共施設の敷地をいう。 

(2) ブロック塀等 コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組

積造の塀及び門柱並びに土塀をいう。 

(3) 撤去工事 次条第２号に規定するブロック塀等の全部を撤去する工事

又は当該ブロック塀等の全部について、道路等の路面若しくは地表面か

らその上端部までの高さを６０センチメートル未満とする工事をいう。 

 （補助対象ブロック塀等） 

第３条 補助の対象となるブロック塀等（以下「補助対象ブロック塀等」と

いう。）は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 市内に設置されたものであること。 

(2) 道路等の路面又は地表面からブロック塀等の上端部までの高さが６０

センチメートル以上のもので、道路等に面しているもの又は当該高さが

ブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いものであること。 

(3) 同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けてい

ないこと。 

 （補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対象

ブロック塀等の所有者（共有の場合にあっては、共有者全員の合意による

代表者）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の

対象としない。 

(1) 香芝市に納税義務の生じた市税を滞納している者 

(2) 香芝市に納付義務の生じた国民健康保険料を滞納している者 

(3) 本人又はその世帯構成員が香芝市暴力団排除条例（平成２３年条例第 



１４号）第２条に規定する暴力団員等である者  

 （撤去工事期間） 

第５条 補助対象ブロック塀等の撤去工事の期間については、補助を申請す

る年度内において当該撤去工事が完了し、市長の検査が受けられるものと

する。 

 （補助対象経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象ブロック塀等の撤去工事に要する経費（消費税及び地方消費税を

除く。）とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の合計額又は撤去する補助対象ブロッ

ク塀等の見付面積に１平方メートル当たり１万円を乗じて得た額のいずれ

か少ない額に２分の１を乗じて得た額とし、１０万円を限度とする。ただ

し、算出された補助金の額に１,０００円未満の端数がある場合は、その端

数金額を切り捨てる。 

 （補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。

）は、香芝市ブロック塀等撤去工事補助金交付申請書（第１号様式）に次

に掲げる書類を添えて、工事契約の締結前に、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 市税等の滞納がないことを記載した納税証明書 

(2) 撤去工事費の詳細が明らかな工事見積書 

(3) 補助対象ブロック塀等に該当することを示す写真等 

(4) 付近見取り図 

(5) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定等） 

第９条 市長は、前条の申請書を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、

適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、香芝市ブロック塀等撤去工

事補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとす

る。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するために必

要な条件を付することができる。 

２ 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、

香芝市ブロック塀等撤去工事補助金不交付決定通知書（第３号様式）によ

り申請者に通知するものとする。 

（工事の変更等） 



第１０条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

第８条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、香芝市ブロッ

ク塀等撤去工事補助金交付変更申請書（第４号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の変更申請書を受けた場合には、速やかにその内容を審査

し、適当と認めるときは、香芝市ブロック塀等撤去工事補助金変更交付決

定通知書（第５号様式）により交付決定者に通知するものとする。 

３ 交付決定者は、第８条の規定による申請を取り下げるときは、香芝市ブ

ロック塀等撤去工事補助金交付申請取下届（第６号様式）を市長に提出し

なければならない。 

 （実績報告） 

第１１条 交付決定者は、撤去工事の完了後、速やかに香芝市ブロック塀等

撤去工事実績報告書（第７号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて現場で

検査を行うことができる。 

(1) 撤去工事の契約書の写し（契約日は、補助金交付決定日以降の日付で

あるものに限る。） 

(2) 撤去工事の写真（着工前及び竣工後） 

(3) 撤去工事に要した経費に係る領収書の写し（作成年月日、施工業者の

名称、所在地の記載及び押印のあるものに限る。） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の実績報告書を受けたときは、速やかにその内容を

審査し、補助金の額を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を香芝市ブ

ロック塀等撤去工事補助金交付額確定通知書（第８号様式）により交付決

定者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１３条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、香芝市ブ

ロック塀等撤去工事補助金請求書（第９号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

 （報告等） 

第１４条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認め

るときは、交付決定者に対し、その撤去工事の実施について報告を求め、

又は必要な指示を行うことができる。 



 （補助金の返還命令等） 

第１５条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められ

る場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が

交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができ

る。 

(1) 前条の指示に従わなかったとき又は第１１条の検査を拒み、忌避し、 

若しくは妨げたとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合に生じた損害につ

いては、市は、一切その責を負わない。 

 （その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年１２月２６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月２４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


